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１ ． は じ め に  

 柏 市 で は ， 平 成 ２ ８ 年 度 に 策 定 し た 柏 市 母 子 保 健 計 画 に 基 づ き ，

子 ど も を 健 や か に 産 み 育 て る 柏 市 を 目 指 し ， 妊 娠 ・ 出 産 ・ 子 育 て に

関 する 現 状 や 課 題 に 即 し た 母 子 保 健 施 策 の 方 向 性 を 示 して ， 事 業 を

推 進 して き ま し た 。  

 同 計 画 は 令 和 ７ 年 度 が 最 終 年 度 と な って お り ， 計 画 の 最 終 的 な 達

成 状 況 及 び 課 題 を 把 握 し ， 最 終 評 価 を 行 い ま し た 。   

 ま た ， 国 は 令 和 ５ 年 ３ 月 に 「 成 育 医 療 等 基 本 方 針 に 基 づ く 評 価 指

標 」 を 策 定 し ， 母 子 保 健 計 画 に 代 わ り ， 成 育 医 療 等 の 提 供 に 関 する

施 策 の 策 定 ・ 実 施 ・ 評 価 に 積 極 的 に 取 り 組 む よ う 求 め て お り ， 柏 市

母 子 保 健 計 画 の 最 終 評 価 結 果 を 踏 ま えて ， 令 和 ８ 年 度 か ら 用 い る ，

同 指 標 に 基 づ く 新 た な 評 価 指 標 の 策 定 を 行 い ま し た 。  

 こ の 基 本 方 針 は ， 成 育 医 療 等 基 本 方 針 に 基 づ く 新 た な 評 価 指 標 を

管 理 し ， 母 子 保 健 事 業 を 推 進 する た め に 定 め る も の で す。  

 

２ ． 柏 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 等 と の 関 連 に つ い て  

 令 和 ７ 年 度 に 母 子 保 健 事 業 の 所 管 部 署 を こ ど も 部 に 移 管 し た こ と

に 伴 い ， 成 育 医 療 等 基 本 方 針 に 基 づ く 新 た な 評 価 指 標 を ， 子 ど も 施

策 と 一 体 的 に 管 理 する こ と と し ま し た 。  

 柏 市 母 子 保 健 事 業 に 関 する 基 本 方 針 は ， 第 三 期 柏 市 子 ど も ・ 子 育

て 支 援 事 業 計 画 に 準 じ て 作 成 し ， 令 和 １ ０ 年 度 か ら ， 中 間 見 直 し の

タイ ミ ン グ で 同 計 画 に 包 含 し ま す。  
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３ ． 柏 市 に お け る 母 子 保 健 事 業 の 状 況 に つ い て  

 令 和 ７ 年 度 ま で ， 柏 市 保 健 衛 生 審 議 会 母 子 保 健 部 会 に お い て ， 学

識 経 験 者 ， 医 療 従 事 者 ， 地 縁 団 体 ， 幼 稚 園 ・ 保 育 園 ・ 認 定 こ ど も

園 ・ 小 中 学 校 の 教 職 員 ， 公 募 委 員 等 か ら ， 本 市 に お け る 母 子 保 健 事

業 の 成 果 や 課 題 に つ い て ご 審 議 い た だ き ま し た 。  

 そ の う えで ， 令 和 6 年 度 に 実 施 し た 柏 市 母 子 保 健 計 画 の 最 終 評 価

及 び 市 内 で 子 育 て を して い る 保 護 者 （ ３ ～ ６ か 月 児 ， １ 歳 ６ か 月 児 ，

３ 歳 児 ） へ の ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 を 踏 ま えて ， 本 市 に お け る 母 子

保 健 事 業 の 成 果 や 課 題 を ， 第 三 期 柏 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画

の 施 策 展 開 に 準 じ て ， 次 の と お り 整 理 し ま し た 。  

 

１  子 育 ち ・ 親 育 ち の 環 境 づ く り  

【 成 果 】  

◇ 「 積 極 的 に 育 児 を して い る 父 親 の 割 合 」 が 増 加 して お り ， 育 児 へ

の 父 親 の 参 加 が 進 み ， 社 会 の 意 識 が 醸 成 さ れて き て い る と い え ま す。  

【 課 題 】  

◇ 「 地 域 の つ どい 等 に 参 加 して い る 者 の 割 合 」 は ， 平 成 ２ ７ 年 度 か

ら 大 き な 変 化 は あ り ま せんで し た が， ３ ～ ６ か 月 児 及 び １ 歳 ６ か 月

児 調 査 で は 増 加 して い ま し た 。 ま た ， 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 の 利 用 者

数 は 増 加 して お り ， 低 年 齢 児 の 居 場 所 に ニ ー ズ が 高 い と 考 え ら れ ，

親 子 が 気 軽 に 集 え る 機 会 の 充 実 を 図 る 必 要 が あ り ま す。  

 

２  情 報 提 供 ・ 相 談 体 制 の 充 実  

【 成 果 】  

◇ 「 妊 娠 届 出 時 の 保 健 師 等 に よ る 面 談 率 」 ， 「 乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事

業 の 面 談 率 」 は ， ほ ぼ 100 ％ と な って い ま す。 妊 娠 前 か ら 出 産 直 後

の 不 安 定 な 時 期 に 保 健 師 等 に よ る 専 門 的 な 支 援 を 行 えて お り ， 切 れ

目 な い 相 談 支 援 体 制 が 確 立 で き て い ま す。  

◇ 「 む し 歯 の な い ３ 歳 児 の 割 合 」 ， 「 乳 幼 児 健 診 の 満 足 度 」 ， 「 仕  

上 げ 磨 き を する 親 の 割 合 」 に 改 善 がみ ら れて お り ， 健 診 が 予 防 指 導

の 一 助 に な って い る と い え ま す。  

◇ 「 若 年 妊 婦 に よ る 妊 娠 届 出 数 」 ， 「 十 代 の 人 工 妊 娠 中 絶 率 」 は 減

少 して い ま す。 思 春 期 保 健 健 康 教 育 等 を 始 め と し た ， 小 中 学 校 等 へ

の 周 知 啓 発 の 効 果 が 表 れて き て い る と も い え ま す。  
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【 課 題 】  

◇ 「 妊 娠 ・ 出 産 に つ い て 満 足 して い る 者 の 割 合 」 ， 「 今 後 も 柏 市 で

子 育 て し た い と 希 望 する 親 の 割 合 」 は 約 ９ 割 を 維 持 して い ま す が，

さ ら に 割 合 が 増 え る よ う ， 親 子 の 声 か ら ニ ー ズ を 把 握 し ， 関 係 機 関

と 連 携 し た 事 業 展 開 を 行 う 必 要 が あ り ま す。  

◇ 「 乳 幼 児 健 康 診 査 の 未 受 診 率 」 は 減 少 して い ま す が， 引 き 続 き ，

すべ て の 乳 幼 児 が 健 診 を 受 け ら れ る よ う ， 継 続 的 な 支 援 が 必 要 で す。  

◇ 「 妊 娠 中 の 妊 婦 の 喫 煙 率 」 ， 「 妊 娠 中 の 妊 婦 の 飲 酒 率 」 は 改 善 し

て い ま す が， 「 育 児 期 間 中 の 両 親 の 喫 煙 率 」 は 大 き く 変 わ って お ら

ず， 副 流 煙 や 分 煙 して も 呼 気 や 衣 類 等 に 含 ま れて い る こ と な ど， 引

き 続 き 啓 発 が 必 要 で す。  

◇ 「 十 代 の 性 感 染 症 罹 患 率 」 ， 「 十 代 の 飲 酒 率 」 ， 「 規 則 的 な 生 活

リ ズム で 生 活 する 児 の 割 合 」 は 改 善 して い ま す が， 「 妊 娠 中 の 食 事

（ 三 食 ） の 摂 取 状 況 」 ， 「 小 中 学 生 の 痩 身 傾 向 児 の 割 合 」 ， 「 小 中

学 生 の 肥 満 傾 向 児 の 割 合 」 は 悪 化 して お り ， 引 き 続 き ， プレ コ ン セ

プシ ョ ン ケ ア や 思 春 期 保 健 健 康 教 育 な ど に お い て ， 幼 少 期 や 妊 娠 中

の 健 康 ・ 栄 養 状 態 が， 自 身 の 健 康 だ け で な く ， 将 来 生 ま れて く る 児

に も 影 響 を 与 え る こ と な ど を 含 め た 啓 発 が 必 要 で す。  

 

３  児 童 虐 待 の 防 止  

【 成 果 】  

◇ 「 乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 で の 面 談 率 」 ， 「 新 生 児 訪 問 の 実 施 率 」

に 改 善 が 見 ら れ ， 妊 娠 前 か ら 出 産 直 後 の 不 安 定 な 時 期 に ， 保 健 師 等

に よ る 専 門 的 な 支 援 を 行 えて お り ， 切 れ 目 な い 相 談 支 援 体 制 が 確 立

で き て い ま す。  

◇ 「 乳 幼 児 期 に 体 罰 や 暴 言 ， ネ グ レ ク ト 等 に よ ら な い 子 育 て を して

い る 親 の 割 合 」 ， 「 母 が 育 て に く さ を 感 じ て い る 割 合 」 が 改 善 して

い ま す。 た だ し ， 育 て に く さ を 感 じ て い る 保 護 者 が 約 ２ 割 お り ， 引

き 続 き ， 保 護 者 へ の 支 援 や 負 担 軽 減 に 向 け た 取 り 組 み が 必 要 で す。  

【 課 題 】  

◇ 「 ハ イ リ ス ク 妊 婦 の 割 合 」 ， 「 特 定 妊 婦 の 割 合 」 は 増 加 傾 向 に あ

り ， 妊 婦 の 生 育 環 境 や 抱 え る 課 題 に 応 じ て ， 妊 娠 初 期 か ら 信 頼 関 係

を 築 き ， 安 心 して 出 産 ・ 育 児 が で き る よ う ， 関 係 機 関 と 連 携 して ，

切 れ 目 な く 支 援 する こ と が 必 要 で す。  



4 

 

４  障 害 の あ る 子 ど も へ の 支 援  

【 成 果 】  

◇ 幼 児 期 の 健 康 状 態 や 発 達 を 確 認 し ， 保 護 者 が 責 任 と ゆ と り を も ち

子 育 て で き る よ う 支 援 する と と も に ， 子 ど も の 心 身 の 異 常 の 早 期 発

見 及 び 早 期 家 族 支 援 の た め ， 法 定 健 診 で あ る 幼 児 健 康 診 査 を 実 施 し

て い ま す。  

◇ 医 療 的 ケ ア 支 援 連 絡 会 を 開 催 し ， 医 療 的 ケ ア 児 者 の 支 援 に 関 する  

地 域 の 課 題 を 整 理 し ， 対 応 策 を 検 討 して い ま す。  

【 課 題 】  

◇ 幼 児 健 診 後 に 発 達 面 で 経 過 観 察 が 必 要 と 判 断 さ れ た 児 や， 育 児 不

安 を 抱 え る 保 護 者 等 に 対 し ， 相 談 対 応 と ， 適 切 な 支 援 に つ な げる 環

境 整 備 が 必 要 で す。  
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４ ． 柏 市 母 子 保 健 事 業 に 関 する 基 本 方 針  

 本 市 に お け る 母 子 保 健 事 業 の 状 況 を 踏 ま え ， 成 育 医 療 等 基 本 方 針

に 基 づ く 新 た な 評 価 指 標 を 管 理 し ， 母 子 保 健 事 業 を 推 進 する た め に ，

次 の と お り 基 本 方 針 を 定 め ま す。  

 

■ 基 本 理 念  

 み ん な で 支 え  すべ て の 子 ど も の 幸 せ が   

        つ づ い て い く ま ち  か し わ  

 

■ 施 策 展 開 の 方 向  

１  子 育 ち ・ 親 育 ち の 環 境 づ く り を 進 め ま す。  

  子 育 て 家 庭 が 孤 立 する こ と な く ， 育 児 に 安 心 して ゆ と り を 持 っ

て 親 と して の 役 割 が 発 揮 で き る よ う ， ま ち 全 体 で ， 子 ど も 同 士 が

育 ち 合 い ， 保 護 者 も 共 に 支 え 合 う 仲 間 作 り や 学 び 合 い が で き る 場 ，

ま た 時 に は 親 子 で ほ っ と ひ と 息 つ け る 場 の 充 実 を 図 り ま す。 ま た ，

ま ち へ 踏 み 出 す 親 子 を 温 か く 迎 え 入 れ る 環 境 づ く り を 進 め ま す。  

 

 【評価指標】  

 

  

 

 【主な取り組み】  

  ◇地域子育て支援拠点事業（はぐはぐひろば，地域子育て支援センター，  

   児童センターなど）  

  ◇子育て支援事業（母と子のつどい）  

  ◇子育て支援情報提供事業（はぐはぐ柏，LINE，Instagram など）  

 

２  情 報 提 供 ・ 相 談 体 制 の 充 実 を 図 り ま す。  

  妊 娠 期 か ら 子 育 て 期 に わ た る 切 れ 目 な い 相 談 支 援 体 制 の 充 実 や，

母 子 保 健 に 関 する 情 報 の 活 用 を 含 め た 関 係 機 関 と の 連 携 に よ り ，

地 域 で 安 心 し た 育 児 が で き る よ う に 支 援 し ま す。  

  子 育 て に 関 する 情 報 が， 子 育 て 家 庭 は も と よ り 子 ど も と の 関 わ

 

施策
指標
番号

指標名
※（★）を付記した指標は【柏市独自】

成育医療等
基本方針

健やか親子
21(第2次)

市独自
ベースライン

R6
目標

方向性
目標数値 担当課

１（１）子育ち・
親育ちの環境
づくり

1 地域子育て支援拠点事業を実施している箇所数 〇 22か所 維持 22か所 子育て支援課
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り や 関 心 の あ る 方 な ど に も 広 く 伝 わ る 情 報 提 供 体 制 を つ く り ま す。  

【評価指標】  

 

   

 【主な取り組み】  

  ◇妊婦等包括相談支援事業（妊娠届出時の保健師等による面談など）  

  ◇妊娠子育て相談窓口，すこやかプチルームにおける相談支援  

  ◇乳児家庭全戸訪問事業  

  ◇産後ケア事業  

  ◇妊婦・乳児一般健康診査助成事業  

  ◇幼児健康診査事業  

  ◇発達相談事業，外来療育相談支援事業  

  ◇母子歯科保健事業  

  ◇保健栄養事業  

  ◇母子保健推進事業（電子親子手帳サービス，ママパパサロンなど）  

  ◇プレコンセプションケア推進事業（思春期保健健康教育）  

指標
番号

指標名
※（★）を付記した指標は【柏市独自】

成育医療等
基本方針

健やか親子
21(第2次)

市独自
ベースライン

R6
目標

方向性
目標数値 担当課

2 妊娠・出産について満足している者の割合 〇
３～６か月児：
93.1％

増加 ３～４か月児：95.0％ 母子保健課

3 今後もこの地域で子育てをしたいと希望する親の割合 〇 〇

３～６か月児：89.1％
１歳６か月児：91.6％
３歳児：91.8％
平均：90.8%

増加

３～６か月児：98.0％
１歳６か月児：95.0％
３歳児：95.0％
平均：96％

母子保健課

4 ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある保護者の割合 〇 〇

３～４か月児：86.6％
１歳６か月児：81.3％
３歳児：76.9％
平均：81.6％

増加

３～４か月児：95.0％
１歳６か月児：95.0％
３歳児：95.0％
平均：95.0％

母子保健課

5
妊娠届出時に面談等を行い，妊婦の身体的・精神的・社会的状況に
ついて把握し，必要な支援を実施している

〇 実施あり 維持 実施あり 母子保健課

6 妊娠中の食事（三食）の摂取状況（★） 〇 70.9% 増加 85.0% 母子保健課

7 妊娠中の妊婦の喫煙率 〇 〇 ３～６か月児：1.0% 減少 ３～４か月児：0% 母子保健課

8 妊娠中のパートナーの喫煙率 〇 ー 減少 ３～４か月児：0% 母子保健課

9 妊婦健康診査の未受診者を把握し支援する体制がある 〇 なし 増加 あり 母子保健課

10

妊娠中の保健指導（母親学級や両親学級を含む）において，産後の
メンタルヘルスについて，妊婦とその家族に伝える機会を設けてい
る

〇 〇 あり 維持 あり 母子保健課

11 精神科医療機関を含めた地域の関係機関との連携体制がある 〇 あり 維持 あり 母子保健課

12 流産・死産をされた方の情報を把握する体制がある 〇 あり 維持 あり 母子保健課

13 産後ケア事業の利用率 〇 10.3% 増加 増加 母子保健課

14 乳幼児健康診査の未受診者を把握し支援する体制がある 〇 〇 あり 維持 あり 母子保健課

15 乳幼児健診後のフォロー体制がある 〇 あり 維持 あり 母子保健課

16 乳幼児健康診査の未受診率 〇

３～６か月児：6.7％
１歳６か月児：6.5％
３歳児：9.9％
平均：7.7％

減少

３～６か月児：3.0％
１歳６か月児：4.0%
３歳児：6.0%
平均4.3％

母子保健課

17 妊産婦の歯科保健・保健指導受診率 〇
―
（R7より算出）

増加 R7数値 母子保健課

18 妊産婦の歯科健診を実施している 〇 あり 維持 あり 母子保健課

19 仕上げ磨きをする親の割合 〇 〇
１歳６か月児：97.5％
３歳児：99.0％
平均：98.3%

増加
１歳６か月児：100％
３歳児：100％
平均：100％

母子保健課

20 むし歯のない3歳児の割合 〇 ３歳児：94.1% 増加 増加 母子保健課

21 １週間の総運動時間（体育授業を除く）が60分未満の児童の割合 〇

小学校５年生（男女）：
63.5%
中学校２年生（男女）：
38％

減少 減少
学校教育部
指導課
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指標
番号

指標名
※（★）を付記した指標は【柏市独自】

成育医療等
基本方針

健やか親子
21(第2次)

市独自
ベースライン

R6
目標

方向性
目標数値 担当課

27 医療的ケア児等コーディネーターを配置している 〇 あり 維持 あり 障害福祉課

３  児 童 虐 待 の 防 止 に 取 り 組 み ま す。  

  さ ま ざ ま な リ ス ク を 抱 え た 妊 産 婦 や 子 育 て 家 庭 を 早 期 に 把 握 す

る と と も に ， 誰 も が 安 心 して 子 育 て が で き る よ う ， 母 子 保 健 事 業

の 確 実 な 実 施 ， 相 談 支 援 体 制 の 強 化 ， 地 域 全 体 で の 見 守 り も 含 め

た ネ ッ ト ワ ー ク を 活 用 し ， 切 れ 目 な く 支 援 し ま す。  

  児 童 虐 待 の 発 生 予 防 ・ 早 期 発 見 ・ 早 期 対 応 の た め ， 関 係 機 関 の

連 携 の 強 化 や 児 童 相 談 所 の 設 置 に 向 け た 取 り 組 み を 推 進 し ま す。  

 

 【評価指標】  

  【主な取り組み】  

  ◇ハイリスク妊婦・要支援家庭への支援事業  

  ◇要保護児童対策事業（要保護児童対策地域協議会）  

  ◇家庭児童相談事業  

  ◇養育支援訪問事業  

 

４  障害のある子どもへの支援を行います。  

  障害のある子どもが健全に育ち，障害の有無によって分け隔てられるこ

となく，身近な地域で安心して生活できるようにするために，年齢や個々

の状況に応じた適切な支援を行います。  

 

 【評価指標】  

 

 

 

 【主な取り組み】  

  ◇発達相談事業，外来療育相談支援事業  

  ◇医療的ケア等支援事業  

指標
番号

指標名
※（★）を付記した指標は【柏市独自】

成育医療等
基本方針

健やか親子
21(第2次)

市独自
ベースライン

R6
目標

方向性
目標数値 担当課

22 支援が必要な妊産婦及び乳幼児家庭のフォローの割合（★） 〇 95.8% 増加 増加 母子保健課

23 産後１か月時点での産後うつのハイリスク者の割合 〇 8.6% 減少 減少 母子保健課

24
支援が必要な里帰り出産する方について，里帰り先の市町村及び
医療機関と情報共有・連携する体制がある

〇 あり 維持 あり 母子保健課

25
乳幼児期に体罰や暴言，ネグレクト等によらない子育てをしている親
の割合

〇 〇

３～４か月児：92.9％
１歳６か月児：83.2％
３歳児：68.3％
平均：81.46％

増加

３～４か月児：95.0％
１歳６か月児：85.0％
３歳児：70.0％
平均：83.3％

母子保健課

26 育てにくさを感じた時に対処できる親の割合 〇 〇

３～４か月児：83.8％
１歳６か月児：70.2％
３歳児：75.8％
平均：76.6％

増加 増加 母子保健課
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５ ． 審 議 体 制  

 令 和 ８ 年 度 以 降 ， 柏 市 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 に て ， 柏 市 母 子 保 健 事

業 に 関 する 基 本 方 針 に お け る ， 成 育 医 療 等 基 本 方 針 に 基 づ く 新 た な

評 価 指 標 の 管 理 を 行 い ま す。  

 

６ ． 成 育 医 療 等 基 本 方 針 に 基 づ く 評 価 指 標 一 覧  

 柏 市 母 子 保 健 事 業 に 関 する 基 本 方 針 に お け る ， 成 育 医 療 等 基 本 方

針 に 基 づ く 評 価 指 標 は 次 の と お り で す。  

 

 

 

 

施策展開の
方向

施策
指標
番号

指標名
※（★）を付記した指標は【柏市独自】

成育医療等
基本方針

健やか親子
21(第2次)

市独自
ベースライン

R6
目標

方向性
目標数値 担当課

１（１）子育ち・
親育ちの環境
づくり

1 地域子育て支援拠点事業を実施している箇所数 〇 22か所 維持 22か所 子育て支援課

2 妊娠・出産について満足している者の割合 〇
３～６か月児：
93.1％

増加 ３～４か月児：95.0％ 母子保健課

3 今後もこの地域で子育てをしたいと希望する親の割合 〇 〇

３～６か月児：89.1％
１歳６か月児：91.6％
３歳児：91.8％
平均：90.8%

増加

３～６か月児：98.0％
１歳６か月児：95.0％
３歳児：95.0％
平均：96％

母子保健課

4 ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある保護者の割合 〇 〇

３～４か月児：86.6％
１歳６か月児：81.3％
３歳児：76.9％
平均：81.6％

増加

３～４か月児：95.0％
１歳６か月児：95.0％
３歳児：95.0％
平均：95.0％

母子保健課

5
妊娠届出時に面談等を行い，妊婦の身体的・精神的・社会的状況に
ついて把握し，必要な支援を実施している

〇 実施あり 維持 実施あり 母子保健課

6 妊娠中の食事（三食）の摂取状況（★） 〇 70.9% 増加 85.0% 母子保健課

7 妊娠中の妊婦の喫煙率 〇 〇 ３～６か月児：1.0% 減少 ３～４か月児：0% 母子保健課

8 妊娠中のパートナーの喫煙率 〇 ー 減少 ３～４か月児：0% 母子保健課

9 妊婦健康診査の未受診者を把握し支援する体制がある 〇 なし 増加 あり 母子保健課

10

妊娠中の保健指導（母親学級や両親学級を含む）において，産後の
メンタルヘルスについて，妊婦とその家族に伝える機会を設けてい
る

〇 〇 あり 維持 あり 母子保健課

11 精神科医療機関を含めた地域の関係機関との連携体制がある 〇 あり 維持 あり 母子保健課

12 流産・死産をされた方の情報を把握する体制がある 〇 あり 維持 あり 母子保健課

13 産後ケア事業の利用率 〇 10.3% 増加 増加 母子保健課

14 乳幼児健康診査の未受診者を把握し支援する体制がある 〇 〇 あり 維持 あり 母子保健課

15 乳幼児健診後のフォロー体制がある 〇 あり 維持 あり 母子保健課

16 乳幼児健康診査の未受診率 〇

３～６か月児：6.7％
１歳６か月児：6.5％
３歳児：9.9％
平均：7.7％

減少

３～６か月児：3.0％
１歳６か月児：4.0%
３歳児：6.0%
平均4.3％

母子保健課

17 妊産婦の歯科保健・保健指導受診率 〇
―
（R7より算出）

増加 R7数値 母子保健課

18 妊産婦の歯科健診を実施している 〇 あり 維持 あり 母子保健課

19 仕上げ磨きをする親の割合 〇 〇
１歳６か月児：97.5％
３歳児：99.0％
平均：98.3%

増加
１歳６か月児：100％
３歳児：100％
平均：100％

母子保健課

20 むし歯のない3歳児の割合 〇 ３歳児：94.1% 増加 増加 母子保健課

21 １週間の総運動時間（体育授業を除く）が60分未満の児童の割合 〇

小学校５年生（男女）：
63.5%
中学校２年生（男女）：
38％

減少 減少
学校教育部
指導課

22 支援が必要な妊産婦及び乳幼児家庭のフォローの割合（★） 〇 95.8% 増加 増加 母子保健課

23 産後１か月時点での産後うつのハイリスク者の割合 〇 8.6% 減少 減少 母子保健課

24
支援が必要な里帰り出産する方について，里帰り先の市町村及び
医療機関と情報共有・連携する体制がある

〇 あり 維持 あり 母子保健課

25
乳幼児期に体罰や暴言，ネグレクト等によらない子育てをしている親
の割合

〇 〇

３～４か月児：92.9％
１歳６か月児：83.2％
３歳児：68.3％
平均：81.46％

増加

３～４か月児：95.0％
１歳６か月児：85.0％
３歳児：70.0％
平均：83.3％

母子保健課

26 育てにくさを感じた時に対処できる親の割合 〇 〇

３～４か月児：83.8％
１歳６か月児：70.2％
３歳児：75.8％
平均：76.6％

増加 増加 母子保健課

３（２）障害の
ある子どもへ
の支援

27 医療的ケア児等コーディネーターを配置している 〇 あり 維持 あり 障害福祉課

３（１）児童虐
待の防止

１．社会へつな
がる一歩を踏
み出せる環境
をつくる

１（２）情報提
供・相談体制
の充実

３．一人ひとり
が大切に育て
られるよう，き
め細かい支援
を行う
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７ ． 参 考 と する 指 標  

 柏 市 母 子 保 健 事 業 に 関 する 基 本 方 針 に お い て ， 参 考 と する 指 標 は

次 の と お り で す。  

 

 

 

施策展開の方向 施策
指標名

※（★）を付記した指標は【柏市独自】
成育医療等
基本方針

健やか親子
21(第2次)

市独自 R6 R7 R8 担当課

１（１）子育ち・親育ち
の環境づくり

参考１ 地域の人からの声かけ状況（★） 〇 ３～６か月児：69.6％ 母子保健課

参考２ 妊娠中の妊婦の飲酒率 〇 ３～６か月児：0.8% 母子保健課

参考３ 仕事を持つ妊婦の割合（★） 〇 ３～６か月児：77.8% 母子保健課

参考４
補足）
妊娠中，仕事を続けることに対して職場から配慮されたと思う就労妊婦の割合

〇

３～６か月児：
就労妊婦のうち配慮
された者の割合
92.6％

母子保健課

参考５ 育児期間中の両親の喫煙率（母） 〇

３～６か月児:3.0%
１歳６か月児：6.0%
３歳児：4.4％
平均：4.5%

母子保健課

参考６ 育児期間中の両親の喫煙率（父） 〇

３～６か月児：22.6%
１歳６か月児：24.3%
３歳児：26.8％
平均：24.6％

母子保健課

参考７ 乳幼児健康診査の満足度（★） 〇
１歳６か月児：90.9％
３歳児：87.7％
平均：89.3%

母子保健課

参考８ 積極的に育児をしている父親の割合 〇 ３～６か月児：59.7% 母子保健課

参考９ 子どものかかりつけ医師（または医療機関）を持つ親の割合 〇

３～６か月児：78.6％
１歳６か月：84.4％
３歳児：78.9％
平均：80.6％

母子保健課

参考10 子どものかかりつけ歯科医師（または歯科医院）を持つ親の割合 〇 ３歳児：64.2％ 母子保健課

参考11 子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合 〇

３～４か月児：86.6％
１歳６か月児：95.0％
３歳児：86.0％
平均：89.2％

母子保健課

参考12 十代の人工妊娠中絶率 〇県 〇
1.5
(15～19歳人口千対)

母子保健課

参考13 十代の性感染症罹患率 〇県 〇

・性器クラミジア　2.67
・性器ヘルペス　 0.67
・尖圭コンジローマ　1.00
・淋菌感染症　 0.33
・梅毒（実数）　 2

保健予防課

参考14
小中学生の痩身傾向児
（肥満度－20％以下）の割合

〇
小学生：1.5％
中学生：3.9％
平均：2.7％

学校教育課

参考15
小中学生の肥満傾向児
（肥満度＋20％以上）の割合

〇
小学生：8.0％
中学生：9.1％
平均：8.6％

学校教育課

参考16 歯肉に炎症がある十代の割合 〇
小学生　14.5％
中学生　15.4％
平均：15％

学校教育課

参考17 補足）むし歯経験者のうち処置完了の者の割合(★) 〇
小学生：54.3%
中学生：63.2%
平均：58.8％

学校教育課
母子保健課

参考18 十代の喫煙率 〇

R5年度
小学６年生：0.9％
中学３年生：1.9％
平均：1.4％

健康増進課

参考19 十代の飲酒率 〇

R5年度
小学６年生：7.2％
中学３年生：6.0％
平均：6.6％

健康増進課

参考20 朝食を欠食する小中学生の割合 〇
小学５年生：15.0%
中学２年生：24.0%
平均：19.5％

学校給食課

参考21 ハイリスク妊婦の割合（★） 〇 25.7% 母子保健課

参考22 特定妊婦の割合（★） 〇 12.9% 母子保健課

参考23 若年妊婦による妊娠届出数（届出時２０歳未満）（★） 〇
21件/3064件
（0.68％）

母子保健課

参考24 乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）を知っている親の割合 〇
３～６か月児
96.2%

母子保健課

１（２）情報提供・
相談体制の充実

３．一人ひとりが大切に育
てられるよう，きめ細かい
支援を行う

３（１）児童虐待の防
止

１．社会へつながる一歩を
踏み出せる環境をつくる


